
1 

 

第45回 大阪府高等学校芸術文化祭 

マーチングバンド・バトントワリング部門参加要項 

 

１ 日 時  令和７年１月上旬（日）14:00 ～ 15:30 

 

２ 会 場  未定 

 

３ 参加資格  大阪府高等学校芸術文化連盟に加盟する府内の高等学校等（学校教育法における高等学校 

および高等学校に準ずる学校）に在籍する生徒および大阪府高等学校芸術文化連盟が特に 

認めた学校に在籍する生徒 

 

４ 演技時間 （１）マーチングバンド１ステージ10 分以内 

（２）バトントワリング１ステージ5 分以内 

※どちらの種目も入退場の時間を含む。 

 

５ 出 演 順  特に希望がない場合は、部会事務局にて抽選で定める。 

 

６ 演 技 場 （１）演技フロアは、縦30 ｍ×横30 ｍとする。フロアの中央に十字ライン、及び 

5 ｍ間隔に十字ポイントをつける。（マーチング部門参加なしの場合、変更あり） 

（２）フロアでの皮底靴の使用を禁止する。 

 

７ 講   評   講師による講評を行う。 

 

８ そ の 他 （１）発表の内容は人権尊重に配慮したものであること。 

（２）バトントワリング演技において、伴奏用あるいは演技曲のみを収録したCD-Rを 

大会当日受付に提出すること。MD あるいはテープでの再生を望む場合は、 

大会前日までに事務局へ問い合わせること。 

（３）ビデオ、写真撮影は許可制とする。代表者会議のときに申し込むこと。 

（４）タイムスケジュール、実施詳細については、後日参加校に連絡する。 

（５）リハーサルは短時間であるが予定している。 

（６）中学校・高等学校の合同チームの参加を認める。 

（７）著作権に関する手続きは、各団体で責任を持って行うこと。 

（８）代表者会議の日時・場所は、後日参加校に連絡する。 
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10 著作権、個人情報・肖像権について 

（１）本演奏会における演奏・編曲・録音など、著作権に関する権利者の許諾が必要 

          な場合は、各出演団体であらかじめ所定の手続きを行って下さい。 

       （２）個人情報・肖像権の取り扱いについて 

大阪府高等学校芸術文化連盟が、本文化祭期間中に撮影した参加者等の肖像、及び各部 

門参加申込書等により取得した氏名等の個人情報は、情報提供、ＰＲ及び記録のため、 

以下の出版物及び作品表示に利用することがあります。なお、個人情報は、本人からの 

申し出により、出版物等へ利用しないことがあります。 

        ※「各部門プログラム」「芸文連活動の記録」「芸文連ニュース」「芸文祭ポスター」など。 

 

11 暴風警報 特別警報について 全体要項の記載の通り 

 

12 事 務 局  〒579-8003 大阪府東大阪市日下町7‐9-11  東大阪市立日新高等学校内 

大阪府高等学校芸術文化祭マーチング・バトントワリング事務局 赤木怜志 

TEL 072-985-5551   FAX  072-985-3276 


